
２．議会に関する意見・要望等について
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(2)議会広報に関すること

福岡

議会広
報

会場 担当課
所　管
委員会議会としての回答当日の回答内容質　問　内　容

(1)議会改革に関すること

(3)意見交換会に関すること

　これまで数回にわたり、定数削減をして
おります。

　改正前の地方自治法での議員定数は、人
口５万人未満の場合、法定上限数が26名と
定められおりました。その後、平成23年の
地方自治法改正で、議員定数の上限数は廃
止され、現在では基準がありません。
　現在、議員定数は、地方自治法第91条第
１項の規定により、条例で定数を定めこと
とされております。
　白石市議会では、平成18年２月定例会で
24人から21人に、平成23年６月定例会で21
人から18人でそれぞれ３名ずつ削減し、そ
れぞれ条例を改正し、現在の18名の定数と
なっております。
　今後、社会情勢の変化や人口減少などを
考慮し、現在の定数が適正であるかも含め
て、議会改革を継続していきたいと考えて
います。

議会 議会改
革推進
会議

　本市の人口減少が続いているが、議員
定数は変動しているのか。
　また、現在の議員数は適法なのか。

中央 　白石市の議会だよりについて、丸森町
議会の報告書のように見やすい、分かり
やすい、読みやすい議会だよりになれば
と思うがいかがですか。

　見やすい、分かりやすい、読みやすい議
会だよりにするように、今後事務局とも相
談し努めてまいります。

　本市の市議会だよりは、議会での審議状
況や活動状況を、市民の皆さまにお知らせ
するため、より詳しく掲載しております。
　今後は、より見やすく、分かりやすい、
読みやすい議会だよりにするため、他市町
村の議会だよりなどを参考に検討してまい
ります。

議会

福岡 　市民の声を市政に反映させるために、
このような意見交換会を、年に複数回開
催して欲しい。

　承ります。 　意見交換会で、市民の皆さまからの意見
や要望に応えるため、各委員会において調
査・検討をし、議会から市への政策提言へ
とつなげるためには時間がかかることをご
理解ください。
　議会基本条例では、「年１回以上」とし

議会 政策企
画調整
会議
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ており、複数回開催や開催日程等も含め、
今後検討していきたいと考えています。

政策企
画調整
会議

深谷 　前回（第１回の意見交換会）の意見に
対する回答はどのようになっているのか。
　意見が通った参考事例等はないのです
か。

　質問や回答についての取りまとめた内容
を、各公民館で閲覧できるようにしており
ますのでご覧ください。

　第１回の意見交換会の内容については、
各地区の公民館に報告書として配布してお
ります。また、議会のホームページでも公
開しておりますのでご覧いただきたいと思
います。
　今回、貴重なご意見をいただきました。
次回以降の開催時に、今回の報告内容をお
知らせできるような開催内容を政策企画調
整会議の中で検討していきたい考えており
ます。

議会

深谷 　今回、第２回の意見交換会となります
が、今後も続けていくのですか。

　年１回以上、継続して行っていきます。 　議会基本条例では、「年１回以上」とし
ております。今後も毎年「年１回以上」の
開催を継続していきます。

議会 政策企
画調整
会議

政策企
画調整
会議

白川 　資料を見て説明を聞いて大変立派で何
も言うことはありませんが、このような
交換会が行われても、前回出た要望事項
や質問について、意見交換会の中で説明
していただきたい。
　回答がないことがあるので、そのよう
なことがないよう強くお願いする。

　検討してまいります。 　第１回の意見交換会の内容については、
各地区の公民館に報告書として配布してお
ります。また、議会のホームページでも公
開しておりますのでご覧いただきたいと思
います。
　今回、貴重なご意見をいただきました。
次回以降の開催時に、今回の報告内容をお
知らせできるような開催内容を政策企画調
整会議の中で検討していきたい考えており
ます。

議会 政策企
画調整
会議

白川 　今回の意見交換会の資料の出所とだれ
が作成したのか伺います。

　資料は、政策企画調整会議の委員が作成
しました。

　当日の資料のうち、『白石市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略「人口ビジョン」及び「総合戦
略」』と『白石市小中学校の将来構想』につ
いては、市のホームページに掲載（体系図
や広報しろいし）されているものを引用し
て説明をしております。
　それ以外の資料は、政策企画調整会議の
中で作成しております。

議会
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(4)その他議会の活動に関すること

　今後もしっかりと対応してまいります。中央 　これからも意見交換会を何回もやって
いただきたい。また、市民の皆さんも関
心を持っていただきたいと思います。

　議会基本条例では、「年１回以上」とし
ております。今後も毎年「年１回以上」の
開催を継続していきます。
　また、意見交換会の内容についても、今
回の意見交換会の内容をお知らせしたり、
市民の皆さんに関心がある内容での開催を
検討していきたいと考えております。

議会 政策企
画調整
会議

中央 　この報告会は今回で２回目ですが、皆
さんから意見を聞いたことに対する報告
は無いのか。

　各意見交換会から出ました意見や質問等
はすべて関係所管等にも確認し、各地区の
公民館及び議会のホームページで公開して
おりますのでご覧いただきたいと思います。

　第１回の意見交換会の内容については、
各地区の公民館に報告書として配布してお
ります。また、議会のホームページでも公
開しておりますのでご覧いただきたいと思
います。
　今回、貴重なご意見をいただきました。
次回以降の開催時に、今回の報告内容をお
知らせできるような開催内容を政策企画調
整会議の中で検討していきたい考えており
ます。

議会 政策企
画調整
会議

深谷 　前回の意見交換会の報告書を資料とし
てこの場で配布しても良いのではないか。

　今後検討いたします。 　第１回の意見交換会の報告書は、Ａ４判
両面印刷で22枚となります。当日の資料と
同枚数準備し、配布することは難しいと考
えております。
　次回以降の開催時に、今回の意見交換会
の内容をお知らせできるような開催内容を
政策企画調整会議の中で検討していきたい
考えております。

議会 政策企
画調整
会議

斎川 　若い人たちが定住するには、子育てしや
すい環境整備や定住促進事業が重要ですが、
市は、主に次のような取り組みをしており
ます。
①「白石市子育て応援住宅入居向け定住促
進補助制度」（平成28年４月開始）
　市は、東大畑地区にある雇用促進住宅２
棟（全80戸世帯）を購入・リフォームした
後、義務教育終了前の子育て世帯に月３万
円台から３万６千円台で賃貸し、退去後、３

　当日の回答のとおりです。
　若い人の定住に向けて、若い人が住みや
すい街づくりに議会としても取り組んでま
いります。

政策企
画調整
会議

議会　企業誘致に不可欠な若い労働力が集ま
るように、行政と議会が一体になって取
り組んで欲しい。
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12 福岡 　本市は、今年も160数億円という多額
を予算化しているが、市民を「幸福にす
る」ということが目標だとは思うが、そ
のための青写真が見えてこない。
　行政と議会が一緒になって推進してい
るのが見えないがどうなのか。

　市民の幸福と本市発展のために、議会・
行政は一体となり各施策を展開しておりま
す。主な事業は次のとおりです。
①子ども医療費の無料化事業
　入院・通院ともに、中学３年生までを対
象に実施しており、平成28年10月診療分か
らは所得制限が撤廃されます。
②新学校給食センターの設置
　食物アレルギー対策が施されました。
③「子育て応援住宅」事業
　ＪＲ白石駅周辺の東大畑地区に、通常よ
り安い家賃の設定で、中学３年生までの子
どもさんのいる世帯を対象に平成28年４月
から入居を募集し、事業がスタートいたし
ます。

　市当局では、平成27年10月末に白石版地
方創生総合戦略である『白石市まち・ひと・し
ごと創生「人口ビジョン」と「総合戦略」』
を策定しました。
　また、平成28年度は、第五次白石市総合
計画「人・暮らし・環境が活きる交流拠点
都市づくり」の６年目であり、５つの目標
に沿った主な施策の事業として、当日回答
しました事業等を行っていきます。
　議会としても、市民のためになる施策等
を提案して取り組んでまいります。

議会 政策企
画調整
会議

年以内に白石市に住宅を取得し定住した世
帯に対し、これまで支払った家賃の30%に相
当する金額が補助される制度。
②「子ども医療費助成制度」
　通院・入院費用を中学生（15歳到達後の
最初の３月31日まで）までの子どもを対象
に無料実施している制度。
　なお、平成28年10月診療から所得制限が
撤廃されます。
③「白石市定住者補助金制度」
　本市に住宅を新築、または中古住宅を取
得した市外からの転入者に基本補助額30万
円、さらに市内の建設関連業者により住宅
を取得した場合は、上乗せ補助額30万円が
補助される制度。
④「白石市定住紹介奨励金制度」
　市外に住んでいる方に白石市を紹介し、
住宅建設または住宅の（中古も含む）売買
により転入を促進させた住宅建設関連業者
に１件につき奨励金30万円を支給する制度。
　なお、皆さんからの提案あれば伺ってま
いります。
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④「子育て応援住宅向け定住促進補助」事
業
　子育て応援住宅の退去後、３年以内に住
宅を取得し定住した世帯を対象に、これま
で支払った家賃合計の30％相当が補助され
ます。
⑤「定住者補助金」事業
　市外から転入した住宅取得者を対象に補
助する制度です。
　この他観光政策にも力入れております。
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